平成２３年度 交通規制要望の提出方法について
　各自治会におかれまして、交通規制を希望される場合は、下記要領にて「交通規制要望の申請について」の提出をお願いします。

○磐田警察署へ提出する要望

　　・信号機（交差点信号機・押しボタン信号機・既設信号機改良）

　　・横断歩道

・一時停止　

・その他の交通規制


1． 提出物：「交通規制要望書」１枚

　　　　　　※住宅地図をご用意できない場合は、自治防災課又は各支所市民生活課へ
お問い合わせください。
2． 提出先：総務部自治防災課（交通安全グループ）
　　　　　　各支所市民生活課（地域振興グループ）

　　　　　※磐田市役所又は各支所にてお預かりした要望書は集計した後、磐田警察署へ

提出します。

３．締切日：平成２３年６月３０日（木）
　

　※磐田警察署に提出する交通規制要望

　　６月末までに提出 ⇒ 各自治会より提出いただいた要望書を市役所より一括して磐田警察署へ提出させていただきます。（平成２４年度の設置要望です）

　　７月以降に提出 ⇒ 磐田警察署への提出は、原則翌年度扱いとなり、平成２５年度設置要望となります。

　　

注：　平成２３年度に磐田警察署へ提出する交通規制要望につきましては平成２４年度（翌年度）設置に向けた要望となります。昨年度提出いただきました要望については本年度に磐田警察署より結論がでる予定です。

　　　尚、未実施箇所についてのお問い合せは磐田警察署交通課規制係へお願いします。

４．その他： 要望は地元自治会の総意であることを確認したうえ、必ず自治会長名で提出してください。（交通安全会長ほか各種団体の長との連名可）


平成　　年　　月　　日
磐田警察署長　様
申請人：　　　　　　　　　　　　自治会

　　自治会長名

　　電話番号　　　　　－
交通規制要望の申請について
　磐田警察署に提出する交通規制要望に関し、下記のとおり申請します。

1．　磐田警察署へ提出する要望（□にレ点をつけてください）

　　　□信号機（交差点信号機・押しボタン信号機・既設信号機改良）

　　　　□横断歩道（通学路の有・無）→有の場合 １日の横断見込数(　　　　人) 
　　　　□一時停止

　　　　□その他の交通規制（　　　　　　　　　　　　）
	磐田市役所受付印

	


２．申請理由

	磐田警察署受付印

	


　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．要望箇所地図





問合せ：磐田警察署交通課規制係　　　　　　　　　　　電話：０５３８－３７－０１１０


　　　　磐田市総務部自治防災課（交通安全グループ）　電話：０５３８－３７－４８７０


　　　　福田支所市民生活課　　（地域振興グループ）　電話：０５３８－５８－２３７０


　　　　竜洋支所市民生活課　　（地域振興グループ）　電話：０５３８－６６－９１００


　　　　豊田支所市民生活課　　（地域振興グループ）　電話：０５３８－３６－３１５０


　　　　豊岡支所市民生活課　　（地域振興グループ）　電話：０５３９－６３－００２０











